
へき地保健医療対策等実施要綱

1.へき地医療支援機構

(1)目 白勺

この事業は、都道府県単位で「へき地医療支援機構」 (以下「機構」という。)を設

置し、へき地診療所 (国民健康保健直営診療所を含む。)及び過疎地域等特定診療所

(以下「へき地診療所等」 という。)並びに医師配置標準の特例措置の許可を受けた

病院 (以下「特例措置許可病院」という。)からの代診医の派遣要請等広域的なへき

地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的

に実施することを目的とする。

(2)事業の実施主体

この l「I業の実施主体は、都道府県とする。 (委託を含む。)

(3)運営基準

ア 都道府県知事は、原則へき地での診療経験を有する医師の中から、次のいずれか

により担当者を指定する (委託する場合については、委託先で担当者を指定す

る。)も のとし、同担当者は、へき地医療対策の各個別事業の実施について助言・

調整を行うものとする。

(ア )常勤の医師の確保が可能な都道府県にあっては、当該医師を専任担当者として

指定する。

(イ )常勤医師の確保が困難な都道府県にあっては、非常勤医師を担当者として指定

することができる。

(ウ )へき地医療拠点病院が 1ケ 所しか指定されていない都道府県が、へき地医療拠

点病院に機構の業務を委託した場合にあっては、へき地医療拠点病院の院内の医

師の中から一人を担当者として指定することができる。

イ  「へき地保健医療対策に関する協議会」を開催し、都道府県全域に係る広域的な

「へき地医療支援計画」 (以下「支援計画」という。)及び、医師及び歯科医師

(以下「医師等」という。)の派遣に協力する病院 (へき地医療拠点病院を除く。

以下「事業協力病院」という。)からへき地診療所等並びに特例措置許可病院への

定期的な医師等の派遣にかかる「へき地勤務医師等派遣計口1」 (以下「派遣計11」

という。)の策定を行うほか、へき地保健医療対策にかかる総合的な意見交換・調

整等を実施する。

ウ 「へき地保健医療対策に関する協議会」の構成員は、機構の担当者、へき地医療

拠点病院の代表者、地域医師会・歯科医師会の代表、関係市町村の実務者、大学医

学部関係者等により構成する。

(4)事業の内容

専任担当官を指定した機構は、支援計画及び派遣計画に基づき、次に掲げる事業を

行うものとする。なお、 (3)ア (イ )の場合においては、工、力、コ及びサの事業

を、 (3)ア (ウ )の場合においては、工、力、キ、ク、コ及びサの事業を都道府県
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で行うことができるものとする。

ア ヘき地医療拠点病院及び事業協力病院に対する下に掲げる施設への医療従事者の

派遣要請に関すること。

(ア)へき地医療拠点病院からへき地診療所等への医師及び看護師等の派遣 (へき地

診療所等の医師及び看護師等の体暇時等における代替医師等の派遣を含む。)

(以下「代診医等の派遣」という。)

(イ )事業協力病院からへき地診療所等への定期的な医師等の派遣。

(ウ )へき地医療拠点病院及び事業協力病院から特例措置許可病院への定期的な医師

の派遣。

(工)「一事業協力病院」が「一へき地診療所等」又は「一特例措置許可病院」に医

師等を派遣する場合、その期間を「一派遣期間」とし、この間は、同一の医師等

が望ましいが、これによりがたい場合でも、最低 3月 は同一の医師等を派遣する

こと。

イ ヘき地医療拠点病院における医師・歯科医師等派遣登録業務及び当該人材のへき

地診療所等及び特例措置許可病院への派遣業務に係る指導・調整に関すること。

ウ ヘき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること。

工 へき地診療所等への医師の派遣 (へき地診療所等の医師の体暇時等における代替

医師の派遣を含む。)の実施及び当該事業に必要な ドクタープールの運営に関する

こと。

オ ヘき地勤務医師等に対する研修計画・プログラムの作成に関すること。

力 総合的な診療支援事業の企画・調整に関すること。

キ ヘき地医療拠点病院の活動評価に関すること。

ク ヘき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医師に対する研究 (医

学研究及び学会出席に必要な経費)の W■L分に関すること。

ケ ヘき地保健医療情報システムのデータ登録、更新及び管理に関すること。

コ 就職の紹介斡旋、就職に関する相談、指導及び刊行物への広告その他情報の提供

に関すること。

サ ヘき地勤務医師等のキャリア形成支援に関すること。

なお、就職の紹介10旋 に当たっては、資格免許証、履歴、写真等との照会を行う

など厳正な配慮を施すとともに、業務上知 り得た個人の秘密を厳守すること。

(5)その他

へき地において医業を円滑に行うために必要な研修 (「労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政

令の施行について」平成 18年 3月 31日付け医政発第0331022号・職発第0331028号

・老発第0331011号厚生労働省医政局長・職業安定局長・老健局長連名通知)に基づく

プログラムの作成、実施及び修了証明書の発行等については、機構において行うこと

が望ましい。

また、 ドクタープールの運営については、運営要領を定め、派遣する場合の待遇や

医師との契約関係等について明確にしておくことが必要である。

なお、事情により、年度当初に機構の設置が困難な都道府県にあっては、機構が設     |
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置 されるまでの間、機構の業務を都道府県が暫定的に行 うことができる。

2.へき地医療拠点病院

(1)目 的

この事業は、へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠

隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点

病院」として編成し、へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い、へき

地における住民の医療を確保することを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、へき地医療支援機構を設置している都道府県及び当該都道

府県知事の指定を受けた者 とする。

(3)へき地医療拠点病院の指定

都道府県知事は、原貝Jと して医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起

点 としておおむね半径 4 kmの 区域内に 50人以上が居住している地区であつて、かつ

容易に医療機関を利用することができない地区 (以下「無医地区」という。)及び無

医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知 J「が判断し、厚生労

働大臣に協議し適当と認めた地区 (以下「無医地区に準じる地区」という。)を対象

として、機構の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診

療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣等の (4)に掲げる事業 ((4)
ア、イ又は力のいずれかの事業は必須)を実施した実績を有する又はこれらの事業を

当該年度に実施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定するものと

する。

(4)事業の内容

へき地医療拠点病院は、へき地医療支援機構の指導・調整の下に次に掲げる事業を

行 うものとする。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。

イ ヘき地診療所等への代診医等の派遣 (継続的な医師派遣も含む)及び技術指導、

援助に関すること。

ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。

工 派遣医師等の確保に関すること。

オ ヘき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。

力 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。

キ 総合的な診療能力を有 し、プライマリ・ケアを実践できる医師の育成に関するこ

と。

ク その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対す

る協力に関すること。

(5)整備基準

ア 施設

へき地医療拠点病院の診療機能を高めるとともに、へき地地域からの入院患者の
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受け入れに応じるための病棟、検査、放射線、手術部F]及び医師住宅を設けるもの

とする。

イ 設備

へき地医療拠点病院として必要な医療機器及び歯科医療機器を整えるものとする。

3.へき地診療所

(1)目 的

この事業は、無医地区及び無医地区に準じる地区 (以下「無医地区等」という。)

において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医療を確保することを目的

とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団

済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、全国社会保険

協会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣

が認める者とする。

(3)設置基準

ア ヘき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむね半径 4 kmの 区域内に

他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口 1, 000人以上であり、

かつ、診療所の設置予定地から最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して (通常

の交通機関を利用できない場合は徒歩で)30分 以上要するものであること。

イ 次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島 (以下「無医島」という。)の う

ち、人口が原則として300人以上、 1, 000人未満の離島に設置するものであ

ること。

(ア)離島振興法 (昭和 28年法律第 72号)第 2条第 1項の規定により離島振興対

策実施地域として指定された「離島の地域」

(イ )奄美群島振興開発特別措置法 (昭和 29年法律第 189号)第 1条に規定する

「奄美群島 (鹿児島県名瀬市及び大島イ‖
`の

区域)」

(ウ )小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和 44年法律第 79号)第 2条第 1項に4Jl

定する「小笠原諸島」

(工)沖縄振興特別措置法 (平成 14年法律第 14号)第 3条第 3号に規定する「離

島」

ウ 上記のほか、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事が判断し、

厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区に設置する。

(4)整備基準

ア 施設

へき地診療所として必要な診療部門 (診察室、処置室、エックス線室、暗室、待

合室、看護師居室、玄関、廊下等)、 医師住宅及び看護師住宅を設けるものとする。

イ 設備

へき地診療所として必要な医療機器を整えるものとする。
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4.へき地保健指導所

(1)目 的

この事業は、無医地区等に保健指導所を整備し、保健師の配置を行い、保健医療の

機会に恵まれない住民に対する保健指導の強化を図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県又は市町村とする。

(3)設置基準

ア ヘき地保健指導所の整備及び保健師の配置は、無医地区のうち人口200人以上

で、最寄医療機関まで通常の交通機関を利用して 30分以上を要する地域について

行うものとする。

イ 上記のほか、これらに準じてへき地保健指導所の設置が必要と都道府県知事が判

断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区に設置する。

ウ この事業の実施に当たっては、保健衛生水準、保健医療施設の配置状況、医療確

保のための他の措置の計画、交通事情、経済状況等を考慮したへき地保健医療計画

の策定とその実施に十分配慮するものとする。

(4)運営方針

保健師は、次の事項に留意し、専ら担当無医地区等の住民に対する保健指導にあた

ること。

ア 保健師は、原則としてへき地保健指導所に駐在するものとする。

イ 当該無医地区等の保健衛生状態を十分把握し、保健所及び最寄りの医療機関との

緊密な連携のもとに計画的に地区の実情に即した活動を行うものとする。

(5)整備基準

ア 施設

へき地保健指導所として必要な指導部門 (間診室、診察室、事務室、面談指導室、

図書室、計測室、集団指導室、待合室)及び住宅部門を設けるものとする。

イ :没 1市

へき地保健指導所に駐在する保健師が無医地区等の保健指導を行うのに必要な自

動車を整えるものとする。

5。 へき地巡回診療可1(船 )

(1)目 的

この事業は、巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回診療車を整

備し、無医地区等又は無歯科医地区及び無歯科医地区に準ずる地区 (以下「無歯科医

地区等」 という。)に対する巡回診療を行い、へき地における住民の医療を確保する

ことを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、次のものとする。
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ア 都道府県

イ 市町村

ウ 都道府県又は市町村の定めた巡回診療計画により行う日本赤十字社、社会福祉法

人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会

工 過疎地域自立促進特別措置法 (平成 12年法律第 15号)第 16条第 2項、離島

振興法第 10条第 2項、沖縄振興特別措置法第 89条第 2項の規定に基づき都道府

県知事の要請を受けて行う病院又は診療所の開設者

オ ヘき地医療拠点病院の開設者

(3)整備基準

ア 巡回診療車

原則として無医地区等を有する二次医療圏単位に整備するものとする。

イ 巡回診療用雪上車

豪雪地帯対策特別措置法 (昭和 37年法律第 73号)第 2条第 2項に規定する

「特別豪雪地帯」に所在する無医地区等の巡回診療を実施するため、原則として無

医地区等を有する二次医療圏単位に整備するものとする。

ウ 巡回診療船

離島振興法第 2条第 1項の規定により離島振興対策実施地域 として指定された

「離島の地域」に無医地区等が所在する場合に当該都道府県を単位として整備する

ものとする。

工 歯科巡回診療車

無歯科医地区等の人口おおむね 15, 000人に対して一台程度を各都道府県の

実情を勘案のうえ整備するものとする。

オ 上記以外で地域の実情を勘案し、厚生労働大臣が必要と認めた場合は、市町村単

位で整備するものとする。

6.離島巡回診療ヘリ

(1)目 的

この事業は、離島地域の住民に対 し、ヘリコプターを活用 した巡回診療を行うこと

により、当該地域における安定的な医療の確保、及び医療水準の向上を図ることを目

的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団

済生会、厚生農業lFJ同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、全国社会保険

lFJ会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣

が認める者 とする。

(3)実施対象範囲

次に掲げる地域に所在する無医地区等 (へき地診療所等医師不在により同条件とな

る地区を含む。)とする。

ただし、特定の診療科についての専門的な巡回診療を実施する場合は、当該診療科
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が存在しない場合に限 り、地域全体を対象範囲として差し支えないものとする。

ア 離島振興法第 2条第 1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された

「離島の地域」

イ 奄美群島振興開発特別措置法第 1条に規定する「奄美群島 (鹿児島県名瀬市及び

大島郡の区域)」

ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法第 2条第 1項に規定する「小笠原諸島」

工 沖縄振興特別措置法第 3条第 3号に規定する「離島」

(4)運営方針

ア 原則ヘリコプター運航会社との契約のもと事業を実施することとし、安定した運

営を行えるよう調整に努めること。

イ 年度単位の巡回診療計画を策定し、巡回診療回数や必要診療科等、地域ごとの必

要性に添った継続的な医療提供体制の確保に努めること。

ウ 事業の実施にあたっては、医師、看護師等の安全について配慮すること。

また、必要に応じ生命保険への加入等を行うこと。

7.へき地患者輸送車 (艇 )

(1)目 的

この事業は、へき地の患者を最寄医療機関まで輸送するため、患者輸送車、患者輸

送艇、患者輸送用雪上車及び医師往診用小型雪上車を整備し、へき地における住民の

医療を確保することを目的とする

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県又は市町村とする。

(3)整備基準

ア 患者輸送車

整備しようとする場所を中心とするおおむね半径 4 kmの 区域内に医療機関がなく、

区域内の人口が原則として 50人以上であり、当該場所から最寄りの医療機関まで

通常の交通機関を利用して (交通機関を利用できない地域にあっては徒歩で)15
分以上を要する地域であること。

イ 患者輸送艇

次に掲げる地域であって、上記アに定める要件に該当する地域であること。

(ア )離島振興法第 2条第 1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された

「離島の地域」

(イ )奄美群島振興開発特別措置法第 1条に規定する「奄美群島 (鹿児島県名瀬市及

び大島郡の区域)」

(ウ )小笠原諸島振興開発特別措置法第 2条第 1項に規定する「小笠原諸島」

(工)沖縄振興特別措置法第 3条第 3号に規定する「離島」

ウ 患者輸送用雪上車

豪雪地帯対策特別措置法第 2条第 2項に規定する「特別豪雪地帯」であって、上

記アに定める要件に該当する地域 (冬期無医地区等 (豪雪のため冬に限り無医地区
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等の状態となる地区)を含む)であること。

工 医師往診用小型雪上車

上記ウに定める要件に該当する地域

(4)その他

へき地患者輸送車 (艇)の有効活用による地域住民の利用の取り扱いについては、

「医療施設等設備整備費補助金により取得したへき地患者輸送車 (艇)の住民利用に

関する取り扱いについて」 (平成 12年 3月 31日付け健政発第 415号厚生省健康

政策局長通知)に基づき実施すること。

8.特定地域保健医療システム

(1)目 的

この事業は、隔絶性の高い離島や積雪のため交通が途絶する特別豪雪地帯等の無医

地区等に伝送装置による保健医療情報システム体制を整備し、当該地区住民の保健医

療の確保を図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

この J「業の実施主体は、都道府県又は市町村とする。

(3)整備基準

次に掲げる地域に所在する無医地区等のうち、原則として人口200人以上であり、

最寄 りの医療機関まで通常の交通機関を利用して 30分以上を要する地域であって、

かつ、へき地保健指導所が設置されている地域について、最寄医療機関及びへき地保

健指導所に伝送装置 (フ アクシミリ)を設置すること。

ア 離島振興法第 2条第 1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された

「離島の地域」

イ 奄美群島振興開発特別措置法第 1条に規定する「奄美群島 (鹿児島県名瀬市及び

大島郡の区域)」 のうち、アと同等と認められる地域

ウ 豪雪地帯対策特別措置法第 2条第 2項に規定する「特別豪雪地帯」

工 沖紹せ振興特別措置法第 3条第 3号に規定する「離 :1湯」

オ その他厚生労働大臣が認める地域

(4)運営方針

ア 医療情報の蓄積、管理

最寄医療機関においては、あらかじめ対象となる地区住民に対して総合検診を実

施するなどにより基礎となる医療情報を収集、適宜検索できるよう整理し、保管す

ること。

なお、これら医療情報の管理に当たっては、秘密厳守に十分注意しなければなら

ないこと。

イ 保健師の活動

へき地保健指導所の保健師は、あらかじめ医療情報が管理されている者について

診療、健康相談等の申し出があつた場合、当該患者等に関する諸情報を最寄医療機

関の医師に伝送し、当該医師の指示を受けて必要な処置等を行うこと。
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9.へき地医療拠点病院支援システム

(1)目的

この事業は、小規模なへき地医療拠点病院の機能を強化するため、高度の機能を有

する病院等医療機関 (以下「三次機能等病院」という。)とへき地医療拠点病院との

間に伝送装置を設置し、二次機能等病院がへき地医療拠点病院の診療活動等を援助す

ることにより医療機関相互の連携を図り、へき地における医療機能の強化と医療水準

の向上を図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、へき地医療拠点病院の開設者とする。

(3)整備基準

ア 三次機能等病院及びこれと連携する一般病床 100床以下のへき地医療拠点病院

に静止画像等 (動画情報を含む)伝送装置 (以下「静止画像等伝送装置」という。)

を設置すること。

イ 上記のほか、へき地医療拠点病院の機能の実情等を勘案し、都道府県知事が必要

と判断し、厚生労働大[[に 協議し適当と認めた病院に設置すること。

(4)運営方針

二次機能等病院の医師は、静止画像等伝送装置により送られた画像をもとに、へき

地医療拠点病院の医師に対し適切な助言、指導等を行うものとする。

10。 へき地診療所診療支援システム

(1)目的

この事業は、へき地診療所の機能を強化するため、へき地医療拠点病院とへき地診

療所との間に伝送装置を設置し、へき地医療拠点病院がへき地診療所の診療活動等を

援助することにより医療機関相互の連携を強化し、へき地における医療水準の向上を

図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、へき地医療拠点病院及びへき地診療所の開設者とする。

(3)整備基準

へき地医療拠点病院と連携するへき地診療所にフアクシミリ又は静止画像等伝送装

置を設置する。

(4)運営方£十

へき地医療拠点病院の医師は、ファクシミリ又は静止画像等伝送装置により送られ

た医学的諸情報又は画像等をもとに、へき地診療所の医師に対し適切な助言、指導等

を行うものとする。

11.離 島歯科診療班派遣事業
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(1)目的

この事業は、歯科医療を受ける機会に恵まれない離島に歯科診療班を派遣し、地域

住民の歯科医療を確保することを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県 とする。

(3)運営基準

ア 近接型離島の場合

(ア)定期船の就航が 1日 3便以下であり、かつ、所要時間が 30分以上で、容易に

歯科受診できない離島の住民を対象とする

(イ )原則として歯科医師 1人、歯科衛生± 2人及び事務職員 1人で診療班を編成し、

2日 から3日程度の日程で策定 した歯科診療計画に基づき予防、応急処置及び保

健指導を行う。

イ 遠隔型離島の場合

(ア )定期船の便数が極端に少ないため、受診することが極めて困難である離島の住

民を対象とする。

(イ)原則として歯科医師 1人、歯科衛生± 2人、歯科技工± 1人及び事務職員 1人

で診療班を編成し、 1週間から2週間程度の日程で策定した歯科診療計画に基づ

き予防、治療及び保健指導を行う。

(4)整備基準

離島歯科診療班派遣に必要な歯科医療機器を備えるものとする。

12.へき地勤務医師等確保修学資金貸与事業

(1)目 的

この事業は、大学において医学又は歯学を専攻する学生で将来へき地診療所等都道

府県知事の指定する医療機関に勤務 しようとする者に対して修学資金を貸与し、へき

地診療所等における医師等の確保を図ることを目的とする。

(2)lll業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県とする。

(3)被貸与者の条件

平成 2年度までの間に、へき地勤務医師等確保修学資金 (以下「修学資金Jと い

う。)の貸与を受けた者 (昭和 61年 10月 17日健政発第 662号 「へき地保健医

療対策事業について」に基づき修学資金の貸与を受けた者。以下「被貸与者」とい

う。)は、学校教育法 (昭和 22年法律第 26号)に規定する大学において医学又は

歯学を専攻 し、卒後都道府県知事の指定する医療機関に勤務しなければならない。

(4)都道府県知事の指定する医療機関

都道府県知事は、被貸与者が勤務すべき医療機関として、次に掲げるものを指定す

る。

ア ヘき地診療所

イ ヘき地医療支援機構
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ウ ヘき地医療拠点病院

工 公的医療機関

医療法第 31条に規定する病院又は診療所であつて、へき地医療の確保のため都

道府県知事が必要と認めるもの

オ その他の医療機関

上記アからウ以外の医療機関であつて、市町村長及び保健所長の意見を聴いて、

都道府県知事が必要と認めるもの

(5)保証人

保証人は、被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。

(6)貸与契約の解除

都道府県知事は、被貸与者が修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなったと認

められるときは、その契約を解除する。

(7)返還の債務の当然免除

都道府県知事は、被貸与者が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の

返還の債務を免除することができる。

ア 大学を卒業し、医師又は歯科医師の免許を取得した後、直ちに修学資金の貸与を

受けた都道府県知事の指定する医療機関において、貸与を受けたリサ]1用の 2分の 3に

相当する期間 (臨床研修 2年間を含む。)以上在職したとき。

イ 前号に規定する在職期間中に、業務上の事由により死亡したとき及び業務上に起

因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(8)返還の債務の裁量免除

都道府県知事は、被貸与者が知事の指定する医療機関に在職中に業務上以外の事由

により死亡、心身の障害その他やむを得ない理由により、その返還の債務を免除する

ことが適当と認めた場合には、修学資金の返還、債務の全部又は一部を免除すること

ができる。

(9)返還

都道府県知事は、被貸与者が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その事

由が生 じた日から原則として 1か月以内に貸与金額の全額を返選させなければならな

い。ただし、在職期1間がある場合には、その在職りV]FJの 3分の 2に相当する貸与額を

控除するものとする。

ア 修学資金の貸与契約を退学、死亡等により解除されたとき。

イ 大学を卒業した日から原則として 1年以内に医師又は歯科医師の免許を取得 しな

かったとき。

ウ 医師又は歯科医師の免許を取得した後、都道府県知事の指定する医療機関におい

て業務に従事 しなかったとき。

(10)返還債務の履行猶予

都道府県知事は、被貸与者が次の各号の一に該当し、修学資金を返還することが困

難であると認められるときは、その理由が継続する期間、修学資金返還の債務の履行

を猶予することができる。

ア 修学資金の貸与契約を解除された後も引き続き大学に在学しているとき。
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イ 都道府県知事が指定する医療機関以外の病院で臨床研修を行っているときらただ

し、その期間は 2年間とする。

ウ 災害、疾病、その他やむを得ない事由があるとき。

(11)延滞利子

都道府県知事は、被貸与者が正当な理由がなく、返還額を返還しなければならない

日までにこれを返還しなかったときは、当然返還すべき日の翌日から返還の日までの

期間の日数に応 じ、返還すべき額につき 14.5%の 割合で計算した延滞利子を徴収

するものとする。

(12)経理区分

ア 都道府県は、この制度の会計経理を明確にしておかなければならない。

イ 都道府県は、平成 3年度以降返還金の 2分の 1に相当する金額を国庫に返還する

ものとする。

(13)その他

この事業の実施のための手続きその他必要な実施細則については、都道府県におい

て定めるものとする。

13.過疎地域等特定診療所整備事業

(1)目 的

この事業は、過疎地域等における住民の眼科、耳鼻いんこう科又は歯科の特定の診

療科を確保することを目的とする。

(2)事業の実施主体

事業の実施主体は、都道府県又は市町村とする。

(3)整備基準

ア 当該市町村内に眼科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療機能を有する医療機関がな

く、当該診療科の医療の確保が極めて困難であるため、lll科、耳鼻いんこう科又は

歯科の診療施設を整備する事業であること。

イ 当該医療施設は、当該診療科の診療に従事する医師又は歯科医師が確保されてい

ること。

ウ 当該医療施設を設置する市町村の、昭和 61年度から昭和 63年度までの各年度

における財政力指数 (地方交付税 (昭和 25年法律第 211号 )第 14条の規定に

より算定した市町村の基準財政収入額を、同法第 11条の規定により算定 した当該

市町村の基準財政需要額で除して得た数値をいう。)を合算したものの 3分の 1の

数値が0.44以 下であること。

(4)施設及び設備

ア 施設

眼科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療部門並びに医師、歯科医師及び看護婦の住

宅部門を設けるものとする。
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14.へき地・離島診療支援システム設備整備事業

(1)目 的

この事業は、へき地・離島において恒常的な社会問題となっている医師不足につい

て、医師が当該地域への勤務を敬遠する理由の一つである、「全ての医療に精通して

いないため、へき地や離島における診療に不安がある」という点に着目し、 IT等を

活用した設備を整備し、へき地医療拠点病院等とへき地や離島診療所間で、診療所で

抱える疾患の症例検討会やテレビ会議等を開催 し、へき地・離島診療所に勤務する医

師を積極的に参加させるなど、診療に対する不安の解消を図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

都道府県、市町村、厚生労働大臣が適当と認める者

(3)補助条件

以下に規定する支援側医療機関と依頼側医療機関の間において症例検討会やテレビ

会議等に必要な画像伝送・受信システム及び付属機器等 (ソ フトウェアの導入を含む。)

の整備を行うことによリー体的に情報通信機器を運用する事業であること。

ア 支援側医療機関

(ア)都道府県知事の指定を受けたへき地医療拠点病院

(イ )その他厚生労働大日iが適当と認める医療機関

イ 依頼側医療機関

(ア)へき地診療所等

(4)整備対象

へき地や離島診療所で抱える疾患の症frll検討会やテレビ会議等に必要な画像伝送・

受信システム、テレビ会議システム及び付属機器等 (ソ フトウェアの導入を含む。)

の購入経費

15、 離島等患者宿泊施設・設備整備事業

(1)目的

この JI業は、気象条件等によっては交通網が寸断されてしまうおそれのある、もし

くは特定の診療科が存在せず、一定水準の医療を受けるのに必要な医療機関まで相当

の時間を要する離島等地域の住民のうち、へき地医療拠点病院、特定の医療機関に通

院・入院せぎるを得ない患者及びその家族のための宿泊施設を整備することにより、

患者の療養環境の向上に資することを目的とする。

(2)事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団

済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、全国社会保険

協会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他厚生労働大臣

が適当と認める者とする。

(3)対象施設

ア 施設

離島等患者宿泊施設として必要な宿泊施設の新築、増改築及び改修に要する工事
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費又は工事請負費

イ 設備

離島等患者宿泊施設の初度設備に必要な備品購入費

(4)整備基準

整備対象となる施設とは、以下のア～工全てを満たすものとする。

ア 台風や降雪等、気象条件等によって比較的容易に交通網が寸断されてしまうおそ

れがある、もしくは特定の診療科が存在せず、一定水準の医療を受けるために必要

な医療機関まで相当の時間を要 し、容易に当該医療機関を利用できない地域として

都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し認められた地域の住民のうち、医師

がその医学的判断により、通院又は入院が必要と認めた患者、及び付き添い等の必

要があると認めた家族を利用対象としていること。

イ 宿泊費用を徴収する場合は、光熱水料等の実費程度とすること。

ウ 設置場所が病院の敷地内もしくは隣接地であること。

ただし、その他の場所に設置すべき相当の事由があり、都道府県知事が厚生労働

大臣に協議し、適当であると認めた場合はその限りとしない。

工 居室が個室であり、家族での宿泊や長期滞在にも支障を期さないよう配慮されて

いるものであること。
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別 添

院内感染対策事業実施要綱

第 1 院内感染対策施設整備事業

1 目的

この事業 は、MRSA(メ チシ リン耐性黄色 ブ ドウ球菌)な どの耐性菌の増カロに

伴 い、院内感染症 に適切 に対応す るため、病室の個室化及び個室の空調設備 の整

備 を促進す るこ とに よ り、患者 のプ ライバ シー を保護す る とともに、院内感染 の

拡大防止 を図 るこ とを 目的 とす る。

2 事業の実施 主体

この事業の実施主 体は、医療法第 7条 の規定 に基づ き許可 を受 けた病院の開設

者 とす る (た だ し、地方公共団体、地方独立行政法人、 日本赤十字社 、社会福祉

法人恩賜財 団済生会 、全 国厚生農業協同組合連合会及 び社会福祉法人北海道社会

事業協会 を除 く。 )。

3 事業 内容

次の条件 に該 当す る病院 にお ける院内感染者 のための個室整備 で あるこ と。

(1)厚 生労働省 が実施す る院内感染対策講習会 に医師又は看護師等 を参加 させ る

な ど積極的 な取 り組 み を行 ってい ること。

(2)個 室整備 に必要 な設備 (専用のバ ス、 トイ レ等)を 設けること。

第 2 院内感染対策設備整備事業

1 目的

この事業は、病院 に 自動手指消毒器 の整備 を促進 し、手指 を媒介 としたMRS

A等 による院 内感染症 の拡大防止 を図ることを 目的 とす る。

2 事業の実施 主体

この事業の実施主体 は、医療法第 7条 の規定 に基づ き許可 を受 けた病院の開設

者 とす る (た だ し、地方公共団体及び地方独 立行政法人 を除 く。 )。
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3 事業 内容

次 の条件 に該 当す る病院におけ る院内感染 の拡大防止 を 目的 とした 自動手指消

毒器 の初度設備 整備 であること。

(■ )次 に掲 げ るア～ クの うち、いずれ かに該 当す る病院であるこ と。

ア 昭和 52年 7月 6日 付医発第 692号 医務局長通知「救急 医療対策 の整備事

業 について」に基づ く次の病院

(ア )病院群輪番制に参加 してい る病院

(イ )共同利用型病院

(ウ )救命救急セ ンター又は救命救急セ ンター を設置 してい る病院

イ 昭和 59年 10月 25日 付健政発第 263号 健康政策局長通知「共 同利用施

設及 び地域 医療研修セ ンターの整備 につ いて」に基づ く共同利用施設

ウ 平成 13年 5月 16日 付医政発第 529号 医政局長通知「へ き地保健 医療対

策事 業 等 について」に基づ くへ き地 医療拠点病院

工 本 通知 に基づ く院内感染対策施設整備 事業実施病院

オ 平成 5年 12月 15日 付健政発第 786号 健康政策局長通知「医療施設近代

化施設 整備 事業の実施 について」に基づ く医療施設近代化施設整備 事業実施病

院

力 平成 5年 6月 15日 付健政発第 385号 健康政策局長通知「公 的病院等特殊

診療部 門運 営事業について」に基づ く在宅 医療施設

キ 平成 21年 3月 30日 付医政 発第 0330011号 医政局長通知 「周産期

医療対策事業等の実施 について」 に基づ く次 の病院

(ア )ガ 児ヽ 医療施設

(イ )周 産期 医療施設

ク 平成 21年 3月 30日 付厚 生労働省発 医政第 0330004号 事務次官通

知「医療提供 体制施設整備交付金の交付 につ いて」に基づ く次 の病院

(ア )が ん診療施設

(イ )医学的 リハ ビリテーシ ョン施設

(2)厚 生労働省 の実施す る院内感染対策講習会 に医師又は看護師等 を参加 させ る

な ど積 極的 な取 り組みを行 つてい ること。

第 3 院 内感染地域支援ネ ッ トワー ク相談事業

1 目的
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この事業 は、院内感染 を予防す るため、地域 (都道府 県単位 )に おいて、院内

感染 に関す る専門家 に よる相談窓 口を設置 し、医療機 関が院内感染予防等 につい

て 日常的に相談できる体制 を整備す る とともに、地域 にお ける院内感染対策 を支

援す るこ とを 目的 とす る。

2 事業の実施主体

この事業 の実施 主体 は都道府県 とす る。ただ し、都道府 県は、地域 医師会等 に

委託す るこ とがで きることとす る。

3 事業内容

(1)地 域 の医療機 関 (特 に独 自の感染制御 医師 (ICD)、 感染管理看護 師 (I

CN)等 を有 しない 中小病院、診療所等)か らの院 内感染予防等 に関す る相談

について 日常的 に対応す るもの とす る。

(2)地 域 の医療機 関において発生 した院内感染事例の収集、解析 、評価 を行い、

地域 にお ける院内感染予防対策 に役立て るこ ととす る。 なお、事業実績 の報告

の際に評価結果等活動 内容 がわか る書類 を添付す ること。

(3)特 定機能病院 を含 めた地域の医療機 関にお ける院内感 染予防対策 について、

Z、 要に応 じて、院 内感 染に精通す る外部の専門家に評価 、助言 を依頼す る もの

とす る。
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別添

共同利用施設整備事業実施要綱

第 1 公的医療機関等による共同利用施設

1 目的

この事業は、公的医療機関等を地域の中心的な医療機関 として位置づけ、開放

型病棟若 しくは共同利用を目的 とした高額医療機器 を整備 し、共同利用施設 とし

て地域の医療機関相互の密接な連携 と機能分担の促進、医療資源の効率的活用を

図 り、もつて地域の医療水準の向上に資す ることを目的 とす る。

2 事業の実施主体

(1)施設

この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者 とする。 (但 し、普通地方公

共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本赤十字社、

社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社

会事業協会を除く。 )

(2)設備

この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者 とする。 (但 し、普通地方公

共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)

3 運営方法

(1)共同利用施設は、共同利用施設運営委員会 (以 下 「運営委員会」とい う。)

を設置 し、 1の 目的に従い運営に関す る必要事項を定めるもの とす る。

(2)運営委員会の委員は、市町村、共同利用施設、地域医師会、保健所等に所属

する者 より構成するものとする.,

(3)運営委員会は、都道府県に設置 された協議組織 と密接な連携を とり地域医療

計画の一環 として整合性のある運営を行 うものとす る。

(4)運営委員会は概ね 3ヶ 月に 1回以上開催す るもの とす る。

4 整備基準

(1)共同利用施設は概ね二次医療圏単位に整備するものとす る。

(2)共同利用施設 を整備 しようとす る者は、事前に圏域内の医師会の同意を得る

とともに、保健所、市町村及び都道府県等 と調整を行 うものとす る。

5 整備内容

(1)施設

ア 特殊診療棟 (共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門)

イ 開放型病棟 (病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附
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属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る。)

(2)設備

共同利用高額医療機器

第 2 地域医療支援病院の共同利用部門

1 目的

この事業は、地域医療支援病院における共同利用部門の体制を整備 し、共同利

用施設として地域の医療機関相互の密接な連係 と機能分担の促進、医療資源の効

率的活用を図 り、もつて地域の医療水準の向上に資することを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、医療法第 4条第 1項の規定により地域医療支援病院 と

しての承認を受けた病院の開設者及び承認を受けようとする病院の開設者とする。

3 運営方法

医療法、医療法施行規則及び関係通知の規定に基づき、共同利用を実施するこ

と。

4 整備内容

(1)施設

ア 特殊診療棟 (共 同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門)

イ 開放型病棟 (病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附

属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る。)

(2)設備

共同利用高額医療機器
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別 紙

医療施設近代化施設整備事業実施要綱

目的

この事業は、医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮 しつつ、病院

における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善及びへき地

や都市部の診療所の円滑な承継のための整備を促進 し、もって医療施設の経営の

確保を図ることを目的とする。

2 交付対象

日本赤十字社、全国厚生農業 協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及

びその連合会、その他厚生労働大臣が適当と認める者 (た だし、地方公共団体及

び地方独立行政法人を除 く。)が開設する医療施設の患者療養環境、医療従事者

職場環境、衛生環境等の改善のための施設整備事業

3 交付条件

(1)病  院 (改修 (一 部増築を含む)に より療養病床を整備する病院は除 く)

(絶対条件 )

建物の老朽イヒ等による建替等のための整備事業において、次の①から⑨をす

べて満たす こと。ただし、前年度以前より医療施設近代化施設整備事業の国庫

補助を受けている病院については、⑥の うち整備完了後に付される条件を除き、

医療施設近代化施設整備事業の国庫補助を最初に受けた年度の絶対条件を適用

する。

① 建替整備 (改築及び移転新築)を伴 う場合は、整備区域は築後概ね 30年
以上経過又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭

和 37年法律第 150号 )第 2条第 1項の規定により指定 された激甚災害に

係 る地震により被災 していること。

② 整‖I後の整備区域の病棟の一床 ごとの病室而積を 6.4ぷ 以上 (改修の場

合は 5.8`以 上)、 かつ、一床当た りの病棟面積を 18ぶ以上 (改修の場

合 は 16ぶ以上)確保すること。

③ 直近の医療監視時における医師・看護師の現員の職員数の標準に対する比
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率が、原則 として、いずれか一方が医療法上の標準を満た してお り、かつ、

他方が 80%以 上であること。

④ 精神科病院にあっては、精神保健及び精神障害者福祉 に関する法律 (昭和     |
25年法律第 123号 。以下「精神保健福祉法」 とい う。)第 18条に基づ

く常勤の精神保健指定医が 2名 以上配置されている病院であること。ただし、

病床数が 100床 未満の病院にあっては、常勤の精神保健指定医が 1名以上

lll置 されている病院であること。

⑤ 次に掲げるア～ ヒの うち、いずれかに該当する病院であること。ただし、

整備区域の病棟の病床数を 20%以 上削減する場合はこの限 りではない。

ア 平成 13年 5月 16日 医政発第 529号 医政局長通知「へき地保健医療

対策事業について」に基づ くへき地医療拠点病院

イ 昭和 52年 7月 6日 医発第 692号 医務局長通知「救急医療対策の整備

事業について」に基づ く次の病院                      .
(ア ) 病院群輪番制等に参加 している病院

(イ )共 同利用型病院

(ウ ) 救命救急センター又は救命救急センターを設置 している病院

ウ 平成 10年 6月 11日 健政発第 728号 厚生省健康政策局長通知「地域

医療研修施設の整備について」に基づ く地域医療研修施設

工 昭和 55年 11月 4日 医発第 1105号 厚生省医務局長通知「腎移植施

設の整備事業について」に基づ く腎移植施設

オ 昭和 57年 1月 22日 医発第 85号厚生省医務局長通知「老人デイケア     |
施設の整備事業について」 に基づ く老人デイケア施設

力 昭和 59年 10月 25日 健政発第 263号 健康政策局長通知「共同利用

施設及び地域医療研修センターの整備についてJに 基づ く共同利用施設

キ 平成 7年 4月 3日 児発第 379号 厚生省児童家庭局長通知「母子医療施

設整備事業の実施について」に基づ く周産期医療施設

ク 平成 6年 6月 23日 健政発第 495号 健康政策局長通知「研修医のため

の研修施設整備事業の実施について」に基づ く研修医のための研修施設を     |

整備する病院

ケ 訪問看護ステーシヨン実施病院

コ 老人介護支援センター実施病院                       1
サ 平成 18年厚生労働省告示第 93号 「基本診療料の施設基4L等」に基づ

く緩和ケア病棟届出施設

シ 外来患者の院外処方箋率が 30%を 超える病院

ス 精神保健福祉法第 19条の 8に基づ く指定病院
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セ 平成 18年厚生労働省告示第 94号「特掲診療料の施設基準等」に定め

る基準を満たす精神科作業療法、精神科ショー ト・ケア、精神科デイ・ ケ

ア、精神科ナイ ト・ケア、又は重度認知症患者デイ・ケアを実施 している

精神科病院

ソ 障害者 自立支援法 (平成 17年法律第 123号 )第 5条第 16項に規定

する共同生活援助を実施 している精神科病院

夕 障害者 自立支援法附則第 48条の規定によりなお従前の例によ り運営す

ることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を運

営 している精神科病院

チ 昭和 57年 4月 16日衛発第 360号 公衆衛生局長通知「精神障害者社

会復帰適応訓練事業の実施について」に基づ く精神障害者社会適応訓練事

業を実施 している精神科病院

ツ 平成 12年 3月 31日 障第 251号 大臣官房障害保健福祉部長通知「保

健所及び市町村における精神保健福祉業務について」に基づき実施される

地域精神保健活動に協力支援 している精神科病院

テ 障害者 自立支援法第 5条第 6項 に規定する生活介護を実施 している精神

科病院

卜 障害者 自立支援法第 5条第 10項に規定する共同生活介護を実施 してい

る精神科病院

ナ 障害者 自立支援法第 5条第 13項に規定する自立訓練を実施 している精

神科病院

二 障害者 自立支援法第 5条第 14項に規定する就労移行支援を実施 してい

る精神科病院

ヌ 障害者 自立支援法第 5条第 15項に規定する就労継続支援を実施 してい

る精神科病院

ネ 障害者 自立支援法第 5条第 17項に規定する相談支援を実施 している精

神科病院

ノ 障害者 自立支援法第 5条第 21項に規定する地域活動支援センターを運

営 している精神科病院

ハ 障害者 自立支援法第 5条第 22項に規定する福祉ホームを運営 している

精神科病院

ヒ 都道府県が医療対策協議会における議論を踏まえて決定 した医師派遣等

(国 が派遣の決定を行 うものを含む。)を実施する病院

⑥ 上記⑤ に掲げるア～ヒのうち、いずれかに該当する病院については、整備
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区域の病棟の病床数を 10%以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可

病床数を削減すること。ただし、都道府県の医療計画上病床非過剰地域にお
いては、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。       |

なお、⑤及び上記規定の適用に当たっては、医療法第 30条の 4第 6項若

しくは第 7項に基づいて特例的に許可される病床又はこれに準 じるものと都     |
道府県医療審議会の意見を聴いた上で都道府県知事が判断 した病床 (以下

「特例病床等」 という。)の数の増加分を整備後の整備区域の病床数から除

くことができるものとする。 この場合において、特例病床等の数の増加分に     、
ついては、国庫補助の対象とならないものとする。

また、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わない

ことに加えて、整備完了後においても増床 (特 例病床等に係る増床を除 く。 )

しない こと。

⑦ 整備後の病棟には患者食堂又は談話室を整備するとともに、スロープを設

置する等、高齢者 0身体障害者に配慮 した整備をすること。

③ 整備区域の病棟は、最低 20床以上の病棟 とすること。

⑨ 精神科病院及び精神病棟にあっては、整備後の整備区域の病棟には畳部屋、

6床を超 える病室及び原則 として鉄格子を設けないこと。             `

(加 算条件)                                  ,
⑩ 病棟のほか、患者サー ビスの向上等を図るため、次の事業を併せて整備す

る場合は、補助対象基準面積の加算をする。

ア 患者の療養環境改善の整備

イ 医療従事者の職場環境改善の整備

ウ 衛生環境改善の整備                            k
工 業務の高度情報処理化及び快適環境の整備

オ 乳幼児を抱える母親の通院等のための環境の整備 (授乳室、託児室等)     、

⑪ 医療機関の情報化の推進を図るため、電子カルテシステムを併せて整備す

る場合は、次の条件を満たす場合に限 り、補助対象基準額の加算をする。

ア 原則 として建替整備であること。                       `
イ  「厚生労働省委託事業における用語/コ ー ド標準化委員会の開発方針」

に基づいた標準マスター (病名、手術・処置、医薬品、検査、医療材料)     |
を使用することとし、必要に応 じて厚生労働省が行 う調査に協力すること。

ウ 診療情報管理や診療情報提供等を行 う体制が整備されていること。

工 近隣の医療機関から診療情報の共有化等の申し出があった場合には、協

力すること。
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オ 審査支払機関に対 し、磁気テープ 。フロッピーディスク・光ディスクを

用いたレセプ トの電子的請求をすること。

(2)改修 (一部増築を含む)に より療養病床を整備する病院 (た だ し整備区域

おいて一般病床から療養病床に転換する病院を除 く。 )

次の①から④をすべて満たす こと。

① 改修 (一部増築を含む)に より整備する病棟の 1床 ごとの病室面積を6.4ざ

以上、かつ、 1床 当た りの病棟面積を 18」以上確保すること。

② 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。

③ 整備区域の病棟の病床数を 10%以 上削減 し、そのまま病院全体の医療法

の許可病床数を削減すること。ただ し、都道府県の医療計画上病床非過剰地

域に所在する病院については病床削減を必要 としないが、増床を伴 う整備計

画でないこと。

なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わない

ことに加えて、整備完了後においても増床 しないこと。

④ 療養病床の整備は、最低 20床以上の病棟 とすること。

(3)結核病棟改修等整備事業

(絶対条件 )

次の①か ら⑤をすべて満たす こと。ただし、加算条件に規定する整備のみ行

う場合においても補助対象事業 とする。

① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法

律第 114号 )第 38条の規定に基づ く感染症指定医療機関 (結 核病棟を有

するものに限る。)であること。

② 建替整備 (改築及び移転新築)を伴 う場合は、整備区域は築後概ね 30年

以上経過 していること。

③ 整備後の整備区域の病棟の 1床 ごとの病室面積を 6.4“ 以上 (改修の場

合は 5。 8“ 以上)、 かつ、 1床 当た りの病棟面積を 18J以 上 (改修の場

合は 16ぶ以上)確保すること。

④ 直近の医療監視時における医師・看護師の現員の職員数の標準に対する比

率が、原則 として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしてお り、かつ、

他方が 80%以 上であること。

⑤ 整備区域の病棟の病床数を 10%以 上削減 し、そのまま病院全体の医療法

の許可病床数を削減すること。ただ し、結核病棟においては、都道府県全域

で病床利用率が極めて低 く、また、病院間の病床利用率の格差が大きい実情
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に鑑み、都道府県の医療計画上病床非過剰地域に所在する病院又は都道府県

内の他の病院で同規模の削減が可能な場合については、整備を行 う病院にお

ける病床削減を必要 としないが、増床を伴 う整備計画でないこと。        (
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わない

ことに加えて、整備完了後においても増床 しない こと。              `

(加算条件 )

陰圧化等空調整備を併せて行 う場合は、補助対象基準面積の加算をする。

(4)診 療 所

次のいずれかを満たす こと。

① 承継に伴 う診療所の施設整備                         `
次のアか らオのすべてを満たすこと。                     '

ア 以下のいずれかの条件に該当し、かつ、事業実施年度の前年度、当該年     `
度、又は翌年度の承継に伴 う施設整備であること。

(ア )次 のいずれかの地域に所在する診療所

・ 山村振興法 (昭和 40年法律第 64号 )第 7条第 1項 の規定に基づ

く指定地域

・ 過疎地域 自立促進特別措置法 (平 成 12年法律第 15号 )第 2条

第 1項 に規定する地域 (過疎地域活性化特別措置法 (平成 2年法律第

15号 )の失効に伴 う経過措置については、別に定める。)         .
・ 離島振興法 (昭和 28年法律第 72号)第 2条第 1項の規定に基づ

く手旨賃こ1也 力或

・ 沖縄振興特別措置法 (平成 14年法律第 14号 )第 3条第 3号 に規

定する地域

・ 奄美群島振興開発特別措置法 (昭和 29年法律第 189号 )第 1条

に規定する地域

・ 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭 和 44年法律第 79号 )第 2条

第 1項 に規定する地域

・ 半島振興法 (昭和 60年法律第 63号 )第 2条第 1項の規定に基づ

く指定地域

・ 豪雪地帯対策特別措置法 (昭和 37年法律第 73号 )第 2条第 2項

の規定 に基づ く指定地域

(イ ) 独立行政法人福祉医療機構が実施する開業医承継支援事業の取扱対

象 となった診療所
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イ 救急患者の搬入国の整備をすること。

ウ 高齢者 。身体障害者等に配慮 したスロープの整備をすること。

工 療養指導室の整備をすること。

オ 小児科を標榜するものについては、乳幼児を抱える母親の通院等のため

の環境整備 (授平L室、託児室等)をすること。

② 改修等 (新規開設を除 く)に より療養病床を整備する診療所 (た だし整備

区域 において一般病床から療養病床に 1転換する診療所を除 く。 )

次のアか らオをすべて満たす こと。

ア 都道府県の医療計画上病床非過剰地域に所在する診療所であ り、当該整

備計画は非過剰病床数の範囲内であること。

イ 整備区域の病床数は、医療法施行規則等の一部を改正する省令 (平成 10
年厚生省令第 35号 (以下「平成 10年改正省令」 という。))の 施行の

際現 に医療法第 7条第 1項の開設の許可を受けている診療所、又は第 8条

の届け出を行 ちている診療所の病床数の範囲内であること。

なお、増床を伴 う整備計画でない こと。

ウ 建替整備 (改築及び移転新築)を伴 う場合は、築後概ね 30年以上経過

していること。

なお、移転新築の場合は、同一医療圏内での整備計画であること。

工 改修等によ り整備する療養病床の 1床 ごとの病室面積を 6.4ぶ 以上確

保 し、かつ、以下のいずれかを満たす ものであること。

(ア ) 1床 当た りの病棟面積を 18“ 以上確保する

(イ ) 1床 当た りの病室面積を 8ぶ以上確保する

オ 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。

(談 話室は、患者食堂 と兼用でも可 )

(5)療養病床療養環境改善事業

病院・診療所における療養病床の療養環境改善のための整備事業において、

次の①か ら③をすべて満たす こと。

① 療養病床に必要な機能訓練室、患者食堂及び浴室の全部又は一部の整備事

業であること。

② 病室の整備が伴わない整備計画であること。ただし、①の整備に当た り既

存病室を 1伝 用する場合はこの限 りでない。

③ 整備後は、医療法及び医療法施行規則本則に定める療養病床の構造設備の

基準を満たす こと。なお廊下幅に限 り、医療法施行規則等の一部を改正する
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省令 (平 成 5年厚生省令第 3号 )附則、平成 10年改正省令附則及び医療法

施行規則等の一部を改正する省令 (平成 13年厚生労働省令第 8号)附則に

定める経過措置の基準を適用 しても差 し支えないものとすること。         1

(6)介護老人保健施設等整備事業                          `

医学的管理の下に介護・ リハ ビリ等を行 う介護老人保健施設等を整備するに     イ

あたって、次の①～④をすべて満たすこと。                    1
① 既存の病院若 しくは有床診療所の病床を削減 (病床の廃止 も含む)し た上     .

で、介護老人保健施設を整備すること。ただし、廃止する場合 には、診療所

(既存の病院の外来部門を活用することも可能 とする。)を併設させること。    1

② 介護老人保健施設の定員は削減病床数の範囲内とする。

③ 既存の病院若 しくは有床診療所の患者を介護老人保健施設か ら在宅に至る

までの診療計画に基づいて入所させる場合の整備に限るものとする。

④ 介護老人保健施設の整備に当たっては第 4期 介護保険事業計画に基づ く参

酌標準の範囲内での整備であること。
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月llЙ尽

アスベス ト除去等整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、アスベス ト等が損傷、劣化等により、ばく露の恐れのある場所について、

除去、囲い込み、封 じ込め等の措置を推進することを目的とする。

2 事業の実施主体

アスベス ト等のばく露のおそれがある場所を有する病院の開設者

(但 し、普通地方公共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行

政法人を除く。 )

3 1F業内容

アスベス ト等のぼく露のおそれがある場所について、除去、囲い込み、封 じ込め等の

措置を行 うものとす る。なお、除去工事等の実施及び除去工事等により発生 したアス

ベス ト等を含有する廃葉物の処理については関係法令等を遵守することとする。
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